
大和都市計画地区計画の変更（田原本町決定） 

 

都市計画十六面・西竹田地区第１地区地区計画を次のように変更する。 

 

名 称 十六面・西竹田地区第１地区地区計画 

位 置 田原本町大字西竹田の一部 

区 域 計画図 表示のとおり 

面 積 約５．８ｈa 

地区計画の目標 

本地区は、主要地方道桜井田原本王寺線、京奈和自動車道に近接する広域交

通の利便性が高い地区である。また、田原本町都市計画マスタープランにお

いて、立地特性を活かした都市機能の集積を図る重点施策地区と位置づけら

れるとともに、県道桜井田原本王寺線沿道については、自動車交通の利便性

を活かして、道路沿道型の店舗や生活サービス施設など商業系機能、事務所

などの業務機能の充実を図る地区と位置付けられている。このことから、周

辺の住環境との調和に配慮しつつ、工場・倉庫などの工業・流通機能の立地

を誘導すると共に、土地利用の混在を抑制するため、県道桜井田原本王寺線

沿道においては道路沿道型の店舗や生活サービス施設などを誘導し、雇用の

創出と地域経済の活性化に寄与する地区の形成を図る。 

区
域
の
整
備
・
開
発
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び
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全
に
関
す
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方
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土地利用の 

方針 

周辺の住環境との調和に配慮しつつ、交通利便性を活かしたエリアとして、

区域を２つのエリアに分け、ものづくりエリアについては工場、倉庫等を主

とした土地利用を図り、県道桜井田原本王寺線沿道エリアについては店舗等

を主とした土地利用を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

雇用の創出と地域経済の活性化に寄与する施設の立地と適正な土地利用を

誘導し、周辺環境と調和した良好な街区の形成を図るため、建築物等の用途、

容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の

制限、建築物の高さの最高限度、垣又はさくの構造に関し制限を定める。 
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建築物の用途の
制限 

それぞれのエリアおいては、次に掲げる建築物以外の建築物は、建

築してはならない。 

 

【ものづくりエリア】 

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。ただし、

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）別

表第２(る)項第２号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７

号)に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理業の用に供する建

築物を除く。 

(１)工場（法別表第２(る)項第１号に掲げるものを除く。） 

(２)研究施設（日本標準産業分類大分類Ｅ製造業に係るものに限

る。） 

(３)倉庫 

(４)前各号の建築物に関連する事務所 

(５)前１～３号の建築物に附属する物品販売業を営む店舗（当該地

区計画区域内で製造された製品の販売を主たる目的とする店舗で、

その用途に供する部分の床面積の合計が１００㎡未満のものに限

る。） 

(６)共同住宅、寄宿舎又は下宿（十六面・西竹田地区内で従事する

者が居住するものに限る。） 

(７)前各号の建築物に附属するもの 

 

【県道桜井田原本王寺線沿道エリア】 

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。 

（１）店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）

第１３０条の５の３で定めるもの 

（２）前号の建築物に附属するもの（令第１３０条の５の５で定め

るものを除く。） 

建築物の容積率 

の最高限度 
２００％ 

建築物の建蔽率

の最高限度 
６０％ 
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建築物の敷地面 

積の最低限度 
１，０００㎡ 

壁面の位置の制 

限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界

線までの距離は１ｍ以上とする。 

建築物の高さの 

最高限度 
地盤面より１５ｍ 

垣又はさくの構 

造の制限 

敷地内に垣又はさくを作る場合は、鉄さく・パイプフェンス等透過

可能なものとする。ただし、生垣についてはこの限りではない。 

備考 
その他、やむを得ない特別な事情があると認められた場合には、別

途特例許可基準に従い、町長が許可する。 


